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資金繰り支援 
 

中小企業・小規模事業者の皆様の資金繰り支援は、信用保証枠の拡大や融資の特別枠の

設定などがあります。 

 

【参考サイト】 

 https://www.chusho.meti.go.jp/saigai/r6_noto_jishin/dl/shikinguri.pdf 

 

１．既往債務の負担軽減に係る対応 

日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫では、令和 6 年能登半島地震の影響により、返

済猶予の申請に遅れが生じている場合であっても、返済期日に遡及した返済猶予について

柔軟に対応します。また、提出書類の簡素化や契約手続きの迅速化を行うことで、被災し

た中小企業・小規模事業者の負担軽減を行います。 

 

２．災害貸付・災害復旧貸付 

地震により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、新潟県、富山県、石川県及

び福井県の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する制

度です。 

 

（１）日本政策金融公庫による災害貸付・災害復旧貸付   

 

出典： 

https://www.meti.go.jp/press/2023/01/20240104001/20240104001-2.pdf 

https://www.chusho.meti.go.jp/saigai/r6_noto_jishin/dl/shikinguri.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2023/01/20240104001/20240104001-2.pdf
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【災害貸付とは？】 

地震、台風、豪雨などの災害により被害を受けた事業者を対象とした融資の制度で、他の

融資制度と併用できます。 

 

・資金の使途：被災によって生じた損害を復旧するために必要な運転資金および設備資金 

・融資限度額：各融資制度のご融資限度額に 1 災害につき 3,000 万円を加えた額 

・その他：返済期間はおおむね 10 年、うち据置期間 2 年以内 

 

詳細ページ：https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/saigaikashitsuke_m.html 

 

【災害復貸付とは？】 

地震、台風、豪雪や大規模な火災などの災害を受けた中小企業者の事業の復旧を促進し、

被災地域の復興を支援します。 

 

・資金の使途：災害復旧のための設備資金および長期運転資金。長期運転資金には、建物

等の更新に伴い一時的に施設等を賃借するために必要な資金を含みます。  

・融資限度額：直接貸付  一指定災害につき、1 億 5 千万円 

代理貸付  直接貸付の範囲内で別枠 7 千 5 百万円  

・その他：返済期間は設備資金 15 年以内、運転資金 10 年以内 

 

詳細ページ：https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/saigai.html 

 

 

【参考サイト・日本政策金融公庫】 

https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/202401saigai.html 

 

 

（２）商工中金による災害復旧資金   

 窓口での相談体制を強化しています。詳細は直接お問い合わせください。 

 

・資金の使途：災害復旧のための設備資金、運転資金 

・貸出限度額：限度の定めなし 

・その他：貸出期間は、設備資金 20 年（据置期間 3 年）以内、運転資金 10 年（据置期

間 3 年）以内 

 

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/saigaikashitsuke_m.html
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/saigai.html
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/202401saigai.html
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詳細ページ：https://www.shokochukin.co.jp/assets/pdf/nr_240104_01.pdf 

 

 

３．セーフティネット保証 4 号の適用 

 

セーフティネット保証とは、経営の安定に支障が生じている中小企業者を対象とする資金

繰り支援策の一つです。信用保証協会が、通常の保証枠（最大 2 億８千万円）とは別枠で

保証を行うことにより、民間金融機関は中小企業に対する融資を行いやすくなります。 

 

（１）セーフティネット 4 号による別枠保証     

 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して、幅広い業種で影響が生じている「地域」につ

いて、一般枠とは別枠 （最大 2.8 億円）で借入債務の 100％を保証します。  

 

【対象中小企業者】 

（イ）指定地域において 1 年間以上継続して事業を行っていること。 

（ロ）災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近 1 か月の売上

高等が前年同 

月に比して 20％以上減少しており、かつ、その後 2 か月を含む 3 か月間の売上高等が前

年同期に 

比して 20％以上減少することが見込まれること。 

（売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要）  

 

【内容】 

 

 

【出典】 https://www.meti.go.jp/press/2023/01/20240104001/20240104001-3.pdf 

 

 

４．災害関連保証 

 

災害関連保証とは、激甚災害の直接被害を受けた中小企業者に対して、一般保証及びセー 

https://www.shokochukin.co.jp/assets/pdf/nr_240104_01.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2023/01/20240104001/20240104001-3.pdf
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フティネット保証の保証限度額とは別枠で借入金の 1 0 0 ％を保証する制度です。 

 

＊対象者： 災害救助法の適用を受けた地域に事業所を有し、直接被害を受けた中小企業者  

＊要件： 罹災証明書等 

＊制度詳細 ： 融資上限 2 . 8 億 円 （うち無担保 8 , 0 0 0 万円 ） 、  

保証割合 1 0 0 ％  

保証料率  

石 川 県 0 . 7 ％   

新 潟 県 0 . 8 ％  

富 山 県 0 . 8 ％  

福 井 県 0 . 8 ％  

 

※ 一般、セーフティネット枠と別枠であり、合わせると 8 . 4 億（うち無担保 2 . 4 億円） 

 

５．小規模企業共済・災害時貸付の適用 

 

＊小規模企業共済制度とは 

小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために毎月一定額を積

み立てる制度。掛金が全額所得控除できるなどの税制上のメリットに加え、事業資金の借

入れもできる。 

 

【小規模企業共済制度の傷病災害時貸付とは】 

 疾病または負傷により一定期間入院をしたため、または災害救助法の適用された災害等ま

たは一般災害（火災、落雷、台風、暴風雨等）により被害を受けた際に、経営の安定を図

るために事業資金を低金利で借入れできる制度です。 

 

【ご利用いただける方】  

小規模企業共済制度へ加入後、貸付資格判定時（４月末日及び１０月末日）までに、１２

カ月以上の掛金を納付している共済契約者（ただし、貸付限度額が５０万円以上）であっ

て、災害救助法の適用される災害の被災区域内に事業所（※）を有し、かつ、当該災害の

影響により次の（１）又は（２）の要件に該当し、その旨の証明を商工会、商工会議所、

中小企業団体中央会その他相当の団体から受けていること。 

（１）被災区域内にある事業所又はその契約者事業の主要な資産（※）について全壊、流

失、半壊、床上浸水その他これらに準じる損害を受けていること。 

（２）当該災害の影響を受けた後、原則として１月間の売上高（※）が前年同月に比して

減少することが見込まれること。 



※情報は日々改訂されていますので、かならず参照元（出典：URL）でご確認下さい 

 - 5 - 

（※） 共済契約者が共同経営者の場合はその共同経営者の個人事業主の事業に関するもの、

共済契約者が会社等の役員の場合はその会社等の事業に関するもの。 

 

・資金の使途：特に定めなし 

・貸出限度額：原則として納付済掛金の合計額に掛金納付月数に応じて７割～９割を乗じ

て得た額（５０万円以上で５万円の倍数となる額）と 1,000 万円のいずれか少ない額 

・その他：以下が整っていれば、原則、即日貸付が可能です。（※） 

① 被災したことを証明する下記いずれかの証明書 

・市町村が発行する罹災証明書又は被災証明書 

・商工会、商工会議所又は中小企業団体中央会から確認を受けた被災証明願（所定

様式） 

② 独立行政法人中小企業基盤整備機構からの通知物（共済契約者の氏名及び契約者番

号が分かるもの） 

③ 貸付契約に必要な実印、印鑑証明（３ヵ月以内発行の原本） 

④ 本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等） 

⑤収入印紙 

（※）借入窓口を商工中金以外に登録している場合には、借入窓口を商工中金に変更する

手続きが必要になるため、即日貸付はできません。 

 

【問合せ先】  

（独）中小企業基盤整備機構 共済相談室  

平日 9:00～18:00  （電話）050-5541-7171 

 

【参考】  https://www.meti.go.jp/press/2023/01/20240104001/20240104001-4.pdf 

 

詳細ページ https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/about/loan/03.html 

 

 

https://www.meti.go.jp/press/2023/01/20240104001/20240104001-4.pdf
https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/about/loan/03.html

